
令和６年度 第３回 国民健康保険運営協議会 

 

令和７年１月２４日（金）１４：００～ 

三田市役所２号庁舎３階２３０１会議室 

 

 

１  開 会 

 

 

２  出席委員数の報告 

 

 

３  会議録署名人の選任 

 

 

４  協議事項 

令和７年度 三田市国民健康保険税率について 

 

 

５  報告事項 

令和７年度 税制改正について 

 

 

６  その他 

 

 

７  閉 会 
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令和７年度 三田市国民健康保険税率について 

 

 

前回の運営協議会において、県から示された国保事業費納付金及び標準保険税率の

仮算定結果に基づき次年度の国民健康保険税率について協議をいただきましたが、本

年１月８日付で令和７年度国保事業費納付金及び標準保険税率の本算定結果が示され

ました。 

新たに提示された本算定結果に基づき次年度の本市保険税率について再度試算し、

その結果を下記のとおり取りまとめましたので、ご検討いただきますようお願いいた

します。 

 

 

１ 前回の運営協議会での協議概要 

前回の運営協議会においては、「県下統一した国保税水準（標準保険税率）の導入

目標を令和９年度とし、被保険者の急激な負担増とならないよう、国民健康保険財

政調整基金を積極的、効率的に活用し、緩やかな税率の引き上げを行う。」という従

来の方針に添って、県から示された仮算定結果に基づき、令和９年度に向けて均等

に税負担を引き上げた場合の試算結果をお示しし、議論いただきました。 

また、県下統一保険税率の導入に向けての検討状況を報告し、新たに示された「標

準保険料(税)率の統一目標を令和９年度、保険料(税)率の完全統一（全市町の移行

完了）を令和１２年度とする。」兵庫県国民健康保険運営方針に基づき、県下統一の

保険税率を令和１２年度に先送りした場合の影響についても推計資料をお示しし、

議論いただきました。 

資料について様々なご質問とともに「国保運営の広域化の必要性は理解できるが、

昨今の物価高騰もあり低所得世帯にとって、できる限り痛みの少ない国保運営が望

ましい。」とのご意見もいただきました。 

 

 

２ 本算定結果の概要 

（１）国保事業費納付金の増 

今回、県から提示された国保事業費納付金の本算定額は、一人当たりの給付費の

増加が見込まれることから前回お示しした仮算定額よりも0.7％増加し、その原資

として必要となる税額ベースでは0.2％増加しました。 
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［表 1］国保事業費納付金の推移 
                                       （単位:千円） 

 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

仮算定 本算定 仮算定 本算定 仮算定 本算定 仮算定 本算定 

納 付 金 

(前年度比) 

2,938,242 2,961,434 3,055,320 3,016,739 

(+55,305) 

2,964,733 2,952,551 

(-64,118) 

2,963,854 

 

2,984,761 

(+32,210) 

必要税額 

(前年度比) 

2,473,866 2,509,281 2,552,922 2,503,320 

(-5,961) 

2,513,170 2,500,556 

(-2,764) 

2,495,928 

 

2,501,180 

(+624) 

インセン

ティブ額 
127,247 136,350 131,306 139,172 

 

（２）被保険者数の減少率の鈍化 

前回の仮算定では８月末現在の実績を基に令和７年度の被保険者数を推計し前

年度比で3.9％の減少を見込んでいましたが、本算定においては１１月末現在の実

績に基づき試算し直した結果、被保険者数の減少率は3.4％に留まり、令和 7 年度の

被保険者の見込み数は、18,005 人となりました。 

［表 2］平均被保険者数（4～3月）の推移 

 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 

平均被保険者数 

（対前年度比） 

 

20,117 人 

 

20,115 人 

(99.99%) 

 

19,828 人 

(98.57%) 

 

19,151 人 

(96,59%) 

 

※18,640 人 

(97.33%) 

※17,912 人 

(96.09%) 

※18,005 人 

(96.59%) 

※ 県が算出した推計被保者数 
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３ 本算定資料に基づく税率の試算結果（別紙１参照） 

従来の方針に基づき、令和７年度国保税率を試算した結果は、以下のとおりです。 

［表 3］令和７年度国保税率試算結果 

区 分 医療分 支援分 介護分 

所得割 7.18％ （+0.20％） 2.90％ （+0.17％） 2.73％ （+0.12％） 

均等割 30,500 円 （+1,400 円） 12,400 円 （+700 円） 13,700 円 （+900 円） 

平等割 21,500 円 （+200 円） 8,500 円 （+200 円） 6,900 円 （+500 円） 

※（ ）はＲ６年度比 

 

４ 今後の国保財政調整基金について 

（１）取崩し額と残高の推計 

［表 4］基金取崩し額と残高の推計  
                        （単位:千円） 

 Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０ Ｒ１１ Ｒ１２ 

R9
統
一 

取崩し 103,870 91,347 40,002     

残高 382,479 291,142 251,150     

R12
統
一 

取崩し 103,870 109,879 77,350 60,333 36,417 17,034  

残高 382,479 272,610 195,270 134,947 98,540 81,516  

 

（２）基金の活用方法 

《 現  行 》 《県下統一後》 

① 被保険者負担が著しく増加し、その緩和を図
る必要があるとき 

② 事業に要する費用に不足が生じ、その財源に
充てるとき 

③ 被保険者の健康の保持､増進のため保健事
業に充てるとき 

 統一後は、不可 
 

 事業に要する費用に不足が生じ、その財源
に充てるとき ※統一後は県基金の活用も可 

 被保険者の健康の保持､増進のため保健事
業に充てるとき 

 

県下統一 

県下統一
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+

基金残高(年度末現在)： 基金残高(年度末現在)： 基金残高(年度末現在)：

Ｒ９年度に向けて緩やかな税負担の増加となる (案)と比較し税負担の増加が更に緩やかになる

１人世帯　７０歳

年金収入：約230万円（所得120万円）

２人世帯　６０歳の夫婦

年金収入：約290万円（所得195万円）

３人世帯　４０歳の夫婦と１５歳の子

事業収入：約670万円（所得500万円）

１人世帯　７０歳

年金収入：約100万円（所得 ０円）

円/年 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 )

円/年 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 )

円/年 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 )

円/年 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 ) 円/年(＋ 円、 )3,900

②

118,900 15.9%③ 836,500 89,700 12.0% ③ 865,700

373,400

④ 25,000 18.5%

395,400 65,200 19.7%

③ 746,800 ③ 778,300 31,500 4.2%

43,200 13.1%

③ 770,400 23,600 3.2%

② 341,400 11,200 3.4% ②

① 145,100 ① 150,400 5,300 3.7% 24,600 17.0%

② 330,200 ② 344,600 14,400 4.4%

① 161,200 16,100 11.1% ① 169,700

保険税額の試算モデル

①

②

③

モデルケースの国保税年額 モデルケースの国保税年額

○ 必要な基金を確保でき､柔軟な事業運営が可能と
なる

▲ 基金残高の減少により事業運営資金が枯渇し､運
営が硬直化する事態が生じ得る

○ ◎

▲

国保事業運営の課題等 国保事業運営の課題等

▲ 市独自の保健事業の展開が困難となる（状況に
よっては既存事業の廃止も起こり得る）

給付の増加に伴う標準税率の上昇等により統一
を前倒しせざる得ない事態が生じ得る

１億　　９８８万円

３億８，２４８万円 ２億９，１１５万円 ２億７，２６１万円

被保険者への影響 被保険者への影響

2,190円 ＋ 5,746円

基金取崩額(見込)： １億３８７万円 基金取崩額(見込)： 　　９，１３５万円 基金取崩額(見込)：

746円 ＋ 1,406円 ＋ 2,736円 ＋300円 ＋ 300円 ＋ 400円 ＋
平等割

21,500円 8,500円 41,746円
＋ 200円 ＋ 200円 ＋ 500円 ＋ 900円

7,806円 38,736円
平等割

23,271円 9,885円 8,590円
1,971円 ＋ 1,585円 ＋

8,600円 6,800円 37,000円
平等割

21,884円 9,046円
1,000円 ＋ 584円 ＋

平等割
21,600円
＋

6,900円 36,900円

＋ 3,382円 ＋ 4,347円 14,135円

平等割 21,300円 8,300円 6,400円 36,000円

＋ 2,783円 ＋ 9,173円 ＋ 6,406円＋ 1,100円 ＋

35,506円 15,082円 17,147円 67,735円
＋ 1,400円 ＋ 700円 ＋ 900円

均等割
33,389円 13,801円 15,583円 62,773円

均等割
＋ 4,289円 ＋ 2,101円

均等割
30,200円 12,300円 13,500円 56,000円

＋ 700円 ＋ 2,400円

13,700円 56,600円
＋ 3,000円 600円

3.19% 14.37%2.96% 13.77%
＋ 2.05%

均等割 29,100円 11,700円 12,800円 53,600円 均等割
30,500円 12,400円

＋ 0.77% ＋ 0.70% ＋ 0.58%＋ 0.51% ＋ 0.35%＋ 0.20% ＋ 0.17% ＋

12.67%
所得割

7.57% 3.24%
＋ 0.35% ＋ 0.59%

所得割
7.11% 2.85% 2.71%

0.12% ＋ 0.10%

2.90% 2.73% 12.81%
0.12% ＋ 0.49%

支援分

＋ 0.13% ＋
所得割

7.75% 3.43%
＋ 1.45%

介護分 計

所得割 6.98% 2.73% 2.61% 12.32% 所得割
7.18%

医療分 支援分 介護分 計 区分 医療分区分 医療分 支援分 介護分 計 区分計区分 医療分 支援分 介護分 計 区分 医療分 支援分 介護分

《税率算定の考え方》 《税率算定の考え方》 《Ｒ１２に統一する場合》 《昨年度試算からの変動》
今年度から新たに令和12年度の県下統一の標準保険
税率が示された。この税率は現時点の試算であり､
今後変更が生じる。

令和９年度の県下統一保険税率の導入に向けて､均
等な税負担の増加となるよう1/4の税率改定を行っ
た。

これまでの方針のとおり令和９年度の県下統一保険
税率の導入に向けて､均等な税負担の増加となるよ
う1/3の税率改定を行う。

これまでの方針を踏襲し令和１２年度に向けて､均
等な税負担の増加となるよう1/6の税率改定を行
う。

昨年度と比較し､所得割が0.58％､平等割が177円増
加し､均等割が675円減少した。

令和７年度向け　国保税率（案）　本算定試算状況

令和６年度 国保税率 令和７年度 国保税率(案) 【参考】統一をＲ１２に先送りした場合 【参考】令和９年度 県下統一標準保険税率 【参考】令和12年度 県下統一標準保険税率

④

④ 21,100 ④ 21,800 700 3.3% ④ 21,700 600 2.8% ④ 23,300 2,200 10.4%

▲ 給付の増加等により基金が枯渇し､計画的な税率
引上げが困難となる事態が生じ得る

モデルケースの国保税年額 モデルケースの国保税年額 モデルケースの国保税年額

① 149,300 4,200 2.9%

別紙１
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令和 7 年度税制改正について 

 

 

（１）国民健康保険税限度額の引上げ 

令和７年度より、下記のとおり国保税の課税限度額（上限額）の引き上げ

が予定されており、上限額は現行の 106 万円から 109 万円へと 3 万円が引上

げられる見込みです。 

   国民健康保険税負担限度額の改正 

 現 行 令和 7 年度（予定） 増減額 

医療分 ６５万円 ６６万円 ＋１万円 

支援分 ２４万円 ２６万円 ＋２万円 

介護分 １７万円 １７万円 ± ０円 

計 １０６万円 １０９万円 ＋３万円 

 

 

（２）均等割・平等割の軽減判定所得の引き上げ 

令和７年度の国民健康保険税の減額適用の所得基準額の引き上げが予定

されています。これにより軽減の対象となる被保険者が増加する見込みです。 

軽減判定所得基準の改正 

現     行 

［７割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１)) 

［５割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１))＋(29.5 万円×世帯の被保者数) 

［２割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１))＋(54.5 万円×世帯の被保者数) 

 

令和７年度改正（予定） 

［７割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１)) 

［５割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１))＋(30.5 万円×世帯の被保者数) 

［２割軽減］43 万円＋(10 万円×(給与所得者等の数－１))＋(56 万円×世帯の被保者数) 
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